
機密性2

令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
(中央協議会等）

所管局
課

番
号 総人員協議員等協議事項開催方法開催時期 会期種別

高裁事務局長 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁事務局長事務打合せ 10月 1日I

高裁総務課長及び文書企画官 総務局総務事務全般の連絡協議参集（※）高裁総務課長等事務打合せ 10月 1日2

人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は

同課課長補佐のうちいずれか1人

人事局参集（※）人事事務打合せ（高裁人事課長） 10月 2日3

経理行政事務全般の連絡協議 1 高裁会計課長及び同管理課長

2 高裁会計課企画官、同課課長

補佐又は同課専門官のうちいずれ
か1人 ．

経理局参集（※）経理事務打合せ（高裁会計課長） 10月 2日4！

法改正等を踏まえた民事執行事件及び倒産事件
の運用上考慮すべき事項について

1 各地裁の執行・倒産担当の裁

判官各1人（執行事件と倒産事件

の担当者が異なる場合は2人でも

可。）

2 各地裁の次席耆記官、総括主

任書記官又は主任書記官のうちい

ずれか1人（執行事件と倒産事件

の担当者が異なる場合は2人でも

可。）
3 各地裁の総括執行官各1人

民事局リモート（ウェ

ブ会議）
民事執行事件及び倒産事件担当裁

判官等事務打合せ

10月 1日

５

1 各高裁の人事課長及び人事課

課長補佐等
2 各地裁及び各家裁の人事担当

課長等

※高裁単位で一部合同開催予定

人事局人事事務全般に関する諸問題リモート（ウェ

ブ会議）
人事担当課長等協議会 10月～12月 1日6

高裁の民事首席書記官及び刑事首

席書記官

総務局書記官事務全般の連絡協議参集（※）高裁首席書記官事務打合せ 11月 1日

７

高裁長官 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁長官事務打合せ 11月 2日8

経理行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局経理関係等事務打合せ（高裁事務
局次長）

リモート（ウェ

ブ会議）

1月 1日9

人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は

同課課長補佐のうちいずれか1人

人事局リモート（ウェ

ブ会議）
人事事務打合せ（高裁人事課長） 2月 1日110

高裁長官 総務局司法行政上の諸問題参集（※）高裁長官事務打合せ 2月 1日111

1 高裁会計課長及び同管理課長

2 高裁会計課企画官、同課課長
補佐又は同課専門官のうちいずれ
か1人

経理局経理行政事務全般の連絡協議リモート（ウェ

ブ会議）
経理事務打合せ（高裁会計課長） 2脂 1日12
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所管局

課

番
号
一
一
個

総人員協議員等協議事項開催方法会期開催時期種別

民事局追って調整

（柔軟で、かつ多数の傍聴も可能
な形式とする予定）

民事訴訟法改正を踏まえた更なる運営改善につ
いて

リモート（ウェ

ブ会議）
民事事件担当裁判官等事務打合せ
2

2月 1日

※ 原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。
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令和7会計年度における協議会等開催計画（下半期分）
(ブロック協議会等）

所管局
課

番
号 総人員協議員等 開催地協議事項開催方法開催時期 会期種別

各地裁及び家裁管内の調停協会に
おいて指導的地位にある調停委員

各高裁 民事局

家庭局

各高裁で決定民事・家事調停の運営に関し考慮すべき事

高裁長官表彰

調停運営協議会及び調停委員表彰
式

各高裁で決定

（10月～12月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

1日

１
項
２

1

刑事事件担当の簡裁裁判官及び開
催地所在の地裁裁判官

(合同開催）4高裁で開催

(開催地は未定）
刑事事件の運用に関し考慮すべき事項
その他

刑事局 各高裁で決定簡易裁判所刑事事件担当裁判官協
議会

リモート（ウェ

ブ会議）

10月～12月

１
２

2 0． 5巳

知財高裁の裁判官並びに大阪高

裁、東京及び大阪各地裁の知的財
産権関係事件を担当する裁判官

（注）主催は知財高裁

行政局知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸

問題

東京高裁

（知財高裁）

約2〔)人知的財産権訴訟研究会 適宜の方法（主

催庁で選択可）
原則として10月へ

2月

0． 5日3

1 知財高裁の裁判官並びに東京

及び大阪各地裁の知的財産権関係

事件を担当する裁判官

2 知的財産権関係事件を担当す

る専門委員（知的財産権関係事件
に関与したことがある者及び本研

究会への出席を希望する者に限
る）

（注）主催は知財高裁

東京高裁

（知財高裁）

知財高裁で決

定

知的財産権関係事件における専門委員の関与の

在り方

行政局知的財産権関係事件担当専門委員

実務研究会

適宜の方法（主

催庁で選択可）
原則として1〔)月～

2月

0． 5日4

’

高地家裁の首席書記官及び地家裁
の裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

各高裁所在地から開催地を

選定予定（一部合同開催）

総務局 未定書記官事務について、首席書記官として考慮す

べき事項等

首席書記官等協議会 参集（※）1月～2月 1日5

刑事事件担当の高裁・地裁の裁判

官及び書記官

(合同開催）2高裁で開催

(開催地は未定）

刑事局 各高裁で決定裁判員裁判の運用上の課題
その他刑事事件の処理に関し考慮すべき事

リモート（ウコ

ブ会議）

刑事事件担当裁判官等協議会 1月～2月 1日

１
２
項

酉
。

首席家裁調査官の執務及び家裁調査官の調査事
務等に関し考慮すべき事項

首席家裁調査官 (合同開催) 4高裁で開催

(開催地は未定）

家庭局リモート（ウェ

プ会議）
首席家庭裁判所調査官協議会 1月～2月 11己

７

高裁管内の家裁において家事事件

を担当する裁判官、書記官及び家
裁調査官

(合同開催）4高裁で開催

(開催地は未定）

家庭局 各高裁で決定家事事件の運用上の諸問題家事事件担当裁判官等協議会 リモート（ウェ

ブ会議）

1月～2月 1日8

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で決定司法委員としての職務につき必要な基礎的知識

の習得

新任司法委員研修会 各地裁で決定

（1月～3月）

適宜の方法（主

催庁で選択可）

0． 5日

Ｆ
肋

家庭局 各家裁で決定家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につき必
要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与

員

各家裁の本庁又は支部適宜の方法（主

催庁で選択可）
各家裁で決定
(1月～3月）

新任参与員研修会 1日～2

日

'10

※ 原則参集とする。ただし、事情の変更により、リモートでの開催となる場合は別途所管局課から指示する。
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